
就労に関すること、職場でのコミュ
ニケーション、困りごとなど何でも
話し合ってみませんか
日時　9月5日㈬　午後1時30分〜午後3時30分
場所　マイポートHIDA（花岡町1）
参加料　500円
講師　釜

かま

谷
や

　美
み

貴
き

子
こ

さん
申込方法　9月4日㈫までに住宅建築のプロが環境に配慮した

住宅を建設する際のポイントを教え
ます。エコハウスや環境に配慮した
住宅に興味のある方の参加をお待ち
します。
期日　9月9日㈰
時間　午前10時30分〜11時30分
場所　�飛驒高山・森のエコハウス（飛

驒の里下・西之一色町3）
定員　10人程度
参加料　無料
申込方法　�前日までに　��・　��（氏名、

電話番号を明記）

弁護士による法律相談や、融資・
税金・介護などの無料相談会を行い
ます。
対象　どなたでも
日時　9月8日㈯　午前9時〜正午
場所　�飛驒地区労働者福祉会館（名

田町5）
定員　弁護士による相談は6人
申込方法　�事前に　��（9月3日㈪午前

9時から受付）

市民活動の相談日　毎週木曜日　午後2時～4時　ぷらっとルーム（きりう福祉センター内）

TEL

TEL FAX

なんでも相談会

障がい者就労相談

就労しゃべり場参加者募集

知的障がい者やその家族を対象と
して、知的障がい者相談員が家庭に
おける養育、生活などに関する相談
に応じます。
なお予約が必要です（予約は随時、
福祉課で受け付けています）。
日時　9月30日㈰　午後1時〜 3時
場所　市役所（花岡町2）

市地域自立支援協議会では、障が
いのある方の就労に関する相談を受
け付けています。「働きたいけど、ど
うしたらいいか分からない」「働きた
いけど自信がない」などの相談に、
就労支援事業者などが応じますので、
気軽にご利用ください。
なお、相談は障がいの種別は問い
ません（予約の方が優先になります）。
日時　9月18日㈫　午後1時〜3時30分
場所　市役所（花岡町2）

問合先

申 込
問合先

申 込
問合先

問合先

申 込
問合先

福祉課
☎35‒3139

岐阜県労働者福祉協議会飛驒支部
☎57‒7211

ひだ高山木の家ねっと
☎52‒2525� FAX52‒3058

福祉課
☎35‒3139

マイポートHIDA
☎77‒9148
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中国・麗江市の地震復興支援と
福井県越前市の豪雨災害見舞に対
し、多くの市民の皆様からご協力
を賜りました。
麗江市へは7月31日、越前市に
は8月3日にそれぞれ贈呈しまし
た。
どうもありがとうございました。

ご協力ありがとうございました
〜麗江市復興支援金・越前市見舞金〜

森のエコハウス
家づくりセミナー

知的障がい者
相談員による相談会

大規模開発構想届の縦覧

開発事業者　テバ製薬株式会社
代表取締役社長兼CEO　島

しま

田
だ

　誠
まこと

事業名　�テバ製薬株式会社高山工場
　　　　第5固形剤棟増築工事
内容　工場の増築
場所　江名子町2715番10　外3筆
延べ床面積　1,165.27㎡
縦覧場所　都市整備課（市役所3階）
縦覧期間　9月14日㈮まで

開発事業者　柏木工株式会社
代表取締役　関

せき

　道
みち

朗
ろう

事業名　�柏木工株式会社
　　　　本社工場改築工事
内容　工場の増築
場所　上岡本町1丁目260番　外4筆
延べ床面積　4,356.60㎡
縦覧場所　都市整備課（市役所3階）
縦覧期間　9月14日㈮まで

問合先 都市整備課　☎35‒3159

高山市美しい景観と潤いのあるまちづくり条例に基づき、大規模開発事業の構
想届出書の縦覧を行います。この開発事業の構想については、9月21日㈮までに
意見書を提出することができます。

TEL

お気軽にご利用ください
全国一斉「高齢者・障がい者の

人権あんしん相談」電話相談所
高齢者や障がい者の方で、誰にも打ち明けることのできない悩みを抱えて
いる方を対象に、人権擁護委員や法務局の職員が電話相談に応じます。
相談は無料で、秘密は厳守しますので、お気軽にご利用ください。

期日◦9月10日㈪〜16日㈰
時間◦〈平日〉午前8時30分〜午後7時／〈土日〉午前10時〜午後5時

受付電話番号◦0570–003–110

問合先 岐阜地方法務局
☎058‒245‒3181

建物の壁面などにある看板やポス
ター、立て看板など、屋外に広告物
を設置する際は市に対して申請・許
可が必要です。許可を受けず設置し
たり許可期限を過ぎても設置し続け
ていては良好な景観は損なわれてし
まいます。県下一斉の「屋外広告物
適正化旬間（9月1日〜 10日）」の取
組みとして、市では下記のとおり違
反広告物の是正指導や啓発、簡易除
却を実施します。
屋外広告物についてご不明なこと
がありましたら、お気軽にお問い合
せください。
▪商店街違反広告物の是正指導・啓発
9月7日㈮　午前9時〜

▪市内の違反広告物の簡易除却
9月10日㈪　午前9時〜
※天候により日程変更あります

問合先 都市整備課
☎35‒3159

屋外広告物の是正指導や
簡易除却を行います
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情報のひろば 市役所の住所　〒506―8555 花岡町2―18
ホームページアドレス http://www.city.takayama.lg.jp/

お
し
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